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５ 保健医療サービスの推進２（精神保健） 

精神障がい者及び地域において様々な精神的危機にある者に対し援助活動を行い，精神障が

い者の早期発見・早期治療に資するとともに，社会復帰の促進及び地域住民の精神的健康の保

持増進を図る。 

また，精神障がいに対する適正な医療の確保を図り，社会復帰及び社会参加を促進するため

社会復帰相談指導事業及び社会復帰通所訓練事業を実施するとともに，精神障がい者に対する

正しい知識と理解が得られるよう普及啓発活動を推進する。 

 

（１） 精神保健知識の普及・啓発 

【事業の目的・内容】 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

① 広報紙掲載とこころの健康づくり講座 

精神保健に関するテーマを決めて広報紙に掲載し，精神保健に関する正しい知識の普及

と啓発を図ることにより，地域住民の精神障がい者に対する差別や偏見を軽減するために

実施している。また，広報紙に執筆した医師が同じテーマで講話をしており，テーマは，

統合失調症，うつ病，高齢者の精神疾患,アルコール等についてであった。 

事業実施状況 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

掲載回数 ５ ５ ５ ５ ５ 

講座回数 ４ ４ ４ ４ ４ 

参加者数 １２０ ９５ １２６ １５７ １５４ 

 

② 地区組織等健康教育 

精神保健について正しく理解してもらうため，地区組織（民生委員等）を対象に健康教 

育を実施している。 

  事業実施状況               （ ）内は出前福祉講座再掲 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 ４（３） ６（４） ８（７） １０（７） １４（９） 

参加者数 
２５７ 

（１７７） 

２３８ 

（１１２） 

３６４ 

（３１４）

） 

３１５ 

（１７２） 

８６１ 

（２７３） 

 

  ③ アルコールに関する健康教育 

平成１６年度からモデル事業として，未成年者の飲酒を防止することを目的に学校保健

と連携を図りながら，授業の一環として小学６年生を対象にアルコールに関する正しい知

識の普及と啓発を行ってきた。また，平成１８年度は,小学校での実施に加え,地区まつり

等のイベントに参加し,未成年者とその保護者を対象に飲酒防止の正しい知識の普及・啓発

を行った。２０年度からは小中学校を対象に出前講座として募集し，実施している。 
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  事業実施状況 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

小中学校での

健康教育 

実施校 １校 １校 ４校 ６校 ７校 

受講児童数 ５９名 ４７８名 ４４５名 ６４１名 ４５０名 

イベントによ

る啓発活動 

回数 ２回 ― ― ― ― 

参加者数 ２７０名 ― ― ― ― 

 

（２） 精神保健福祉相談 

【事業の目的・内容】 

精神障がいなどに関する不安や悩みなどの相談及び家族への知識の普及啓発を図り，理解

を深めることを目的として事業を実施している。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

① 精神保健援助対象者の状況 

ア 援助者の状況（実人員） 

区分 
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度    平成16年度 

新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 新規 継続 

援助を求めてきた者

援助を求めてきた者                       

242 412 144 143 190 251 

 

171 270 185 137 

援助を必要と認めた者

援助を必要と認めた者                       

2 

 

35 16 15 21 32 

 

10 38 12 20 

小計 244 447 160 158 211 

 

283 

 

181 308 197 157 

合計 485 318 494 489 354    691 

※ 平成18年度より実際に援助した者についてのみ計上する。対象として台帳にのせるも, 

  実質的に援助しなかった者は計上していない。 

 

イ 問題内容別状況（主訴による分類）             （ ）内は新規再掲 

主 訴 分 類 人数 主 訴 分 類 人数 

精神障がいに基づくもの 212    (113) 発達・発育上の問題 2 (2) 

 精神障がいの疑い 46 (28) 不登校 1 (0) 

 精神障がいへの対応 152 (79) 不登校以外の学校生活問題 1 (0) 

 精神障がいのリハビリ 12 (4) 非行・反社会的行動 0 (0) 

 年金・手帳等 2 (2) 虐待問題 0 (0) 

神経症的悩み 96 (61) 職場・仕事に関する悩み 2 (2) 

 不安・こだわりの訴え 38 (24) 家庭・家族の問題 8 (6) 

 抑うつ・落ち込みの訴え 28 (20) 性の問題 0 (0) 

 生き方・性格・対人関係 30 (17) 老人問題 3 (2) 

嗜好の問題 19 (9) その他 10 (2) 

 アルコール相談 16 (9) 
(再掲) 

ひきこもりに関するもの 
2 (1) 

 薬物依存 0 (0) 合     計 354 (197) 

 食行動 1 (0)   

 その他 2 (0)  
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ウ 診断分類別状況（病名による分類）             （ ）内は新規再掲 

診 断 分 類 人数 診 断 分 類 人数 

１症状性を含む器質性精神障がい 7 (5) 
５神経性障がい･ストレス関連障がい

等 
25 (17) 

 

 痴呆 5 (4) 

 

 恐怖症性不安障がい 7 (6) 

 せん妄 0 (0)  全般性不安障がい 0 (0) 

 てんかん 2 (1)  強迫性障がい（強迫神経症） 4 (2) 

 その他 0 (0) 解離性・転換性障がい（ﾋｽﾃﾘｰ） 2 (1) 

２精神作用物質使用による精神･行動の障

がい 
20 (11)  身体表現性障がい（心身症） 3 (2) 

 

 急性中毒 0 (0)  その他 5 (3) 

 依存症候群 18 (10) 
６生理的障がい･身体的要因に関連した行動

症候群 
3 (2) 

精神病性障がい 2 (1)  摂食障がい 3 (2) 

その他 0 (0)  睡眠障がい（非器質性） 0 (0) 

３統合失調症･統合失調型障がい･妄想性障

がい 
103 (36)  性機能不全 0 (0) 

 

統合失調症 92 (34)  その他 0 (0) 

分裂病型障がい 0 (0) ７成人の人格・行動の障がい 12 (3) 

妄想性障がい 6 (1) 

 

特定の人格 8 (3) 

心因反応 3 (0) 習慣・行動の障がい 0 (0) 

その他 1 (0) 性同一性障がい 0 (0) 

４気分（感情）障がい 87 (60) その他 3 (0) 

 

躁病（躁状態） 1 (0) ８精神遅滞 6 (6) 

うつ病（うつ状態） 68 (50) ９心理的発達の障がい 2 (2) 

躁うつ病（双極性感情障が

い） 
14 (7) 

10小児期･青年期に通常発症する行動･情緒の

障がい 
2 (2) 

その他 4 (3) 11精神障がいのﾚﾍﾞﾙに該当しない 4 (3) 

   12不明・保留 83 (50) 

   合    計 354 (197) 

※ １～１２の中心的分類の診断のみで詳細不明なものについては，詳細カテゴリーの

合計数が中心的分類の数と合致しない。 

 

② 電話・面接・家庭訪問状況（精神保健福祉相談は除く） 

    保健師による年度別電話・面接・家庭訪問状況 

区 分 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

電 話 １,０５８ ９４２ ８８０ １，１４８ １，８１７ 

面 接 ３０８ ３２０ ３４８ ３４１ ３４６ 

家庭訪問 ３２３ ３４７ ２９６ ３５５ ３３１ 

合 計 １,６８９ １,６０９ １，５２４ １，８４４ ２，４９４ 

※ 面接には毎日相談、イベント（相談）を含む。 
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③ 精神保健福祉相談（こころの健康相談）毎月第２・４水曜日（13：30～15：30）予約制 

精神障がい等に関する不安や悩み等の相談及び家族の知識の普及を図り，理解を深める

ために，医師会の精神科医師及び精神保健福祉士による相談を実施している。 

事業実施状況 

 平成18年度 平成19年度 平20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 ２４ ２４ ２４ ２５ ２０ 

相談者数 ９０ ９０ ８５ ８６ ６２ 

 

（３） アルコール関連相談事業の実施 

【事業の目的・内容】 

平成１６年度までは，アルコール依存症者と家族等に疾病理解とその回復を図るため 

アルコール家族教室（４回１コースで内容はアルコール依存症の理解と家族の対応等）を 

開催していたが,１６年度で事業廃止となる。 

また，相談来所者やアルコール家族教室参加者の中からグループでの対応が適している 

と思われるケースに対しては，現在もアルコールミーティング(こころの健康を考える会)

を実施している。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》こころの健康を考える会は毎月第４金曜（14:30～16:00）に実施 

  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

こころの健康

を考える会 

ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ回数 １２ １２ １２ １２ １２ 

参加者数 ３９ ３７ ３９ ２９ ２７ 

 

（４） 精神保健福祉受理会議の開催 

【事業の目的・内容】 

事例の共有，面接技術の習得・援助方針の見直しを行う。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

開催状況 毎月第１金曜（9：30～12：00） 

 
平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 １０ ９ １０ １１ １１ 

受理件数 ２１５ １７１ ２２２ １８４ １９７ 
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（５） 事例検討会の実施 

【事業の目的・内容】 ※随時 

処遇困難なケースに対し，より良い援助を実施するための援助計画について検討する。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

 開催状況                             ※ 随時開催 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 ３７ ２１ ３１ ３９ ４８ 

実施件数 ２１１ ２１８ １９４ ２２７ ２２２ 

出席者数 １０２ １２２ ２０５ ２４４ ４５１ 

 

（６） 自殺予防・こころの健康づくり対策事業 

  【事業の目的・内容】 

自殺者数は，全国同様高い水準で推移していることから，自殺対策を総合的に推進し，自

殺の防止を図るとともに市民が健康で生きがいをもった生活をできるよう支援する。 

・講演会の実施 ・関係機関，団体によるネットワーク会議や庁内関係課による会議  

・健康相談   ・啓発事業（キャンペーン，パンフレット配布，広報紙等） 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

自殺対策基本法，自殺総合対策大綱，精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

   ・平成１７年度  連絡会議       開催回数１回 参加者  ：２４名 

対策会議       開催回数１回 参加者  ：２４名 

   ・平成１８年度  対策会議       開催回数３回 参加者  ：７９名 

   ・平成１９年度  連絡会議       開催回数４回 参加者  ：６９名 

            ワーキング会議（研修会含む） 

                       開催回数４回      ：４８名 

ネットワーク会議   開催回数３回 参加者  ：３９名 

            自殺対策講演会(県と共催) 

開催回数１回 参加者  ：２００名 

            予防週間キャンペーン事業（メッセージ入りティッシュの配布） 

   ・平成２０年度  連絡会議       開催回数２回 参加者  ：４５名 

            ネットワーク会議   開催回数３回 参加者  ：６１名 

            うつスクリーニング事業(50歳男性 3,205人に郵送 回収率37.8％) 

            自殺対策講演会(県と共催) 

開催回数２回 参加者  ：６００名 

予防週間キャンペーン事業（メッセージ入りティッシュの配布） 
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項 目 平成２１年度 平成２２年度 

庁内連絡会議  相談窓口連携事務説明会・研修会と兼ねる 

市自殺対策ネット

ワーク会議   
２回 ２回 

相談窓口連携事務

説明会・研修会  

 H21.6.16  32人 

講師 自治医科大学公衆衛生学 中村好一教授 

うつスクリーニン

グ事業 

市内に住民票を有し平成21年度に満５０歳を迎える男

性３，２１５人へ郵送 

回収数  １，２０８人 

回収率   ３７．６  ％ 

・チェック表回答者の事後対応 

 ２４時間電話相談（11/10～1/9の２ヶ月間） 

 面接相談（12/10，1/9の２日） 

市内に住民票を有し平成21年度に満５０歳を迎える男性

３，０６２人へ郵送 

回収数  ９４５人 

回収率   ３０．９  ％ 

・チェック表回答者の事後対応 

 ２４時間電話相談（前期9/10～9/30， 

後期11／15～12／31） 

 面接相談（12/18，1/15 の２日） 

自殺対策講演会 

自殺対策フォーラ

ム 

第1回  H21.9.5 

２００人  

主催：栃木県・栃木県自殺対策連絡協議会 

（財）栃木県精神衛生協会・宇都宮市 

会場：とちぎ健康の森 

内容： 

第1部 中小企業経営者の命を救う 

～地域に根ざした自殺対策の取り組み～  

NPO法人蜘蛛の糸理事長 佐藤久男氏  

第2部 パネルディスカッション 

    地域・団体との連携による自殺対策 

NPO法人蜘蛛の糸 理事長 佐藤久男氏 他 

自殺対策演劇 H22.7.31 

４００人 

主催：栃木県・栃木県自殺対策連絡協議会 

（財）栃木県精神衛生協会・宇都宮市 

会場：パルティ 

内容： 

演劇「誰も見たことなのない場所」 

上演：劇団ワンツーワークス 

脚本・演出：古城 十忍 

アフタートークセッション 

古城 十忍 鹿島田 千穂（FM 栃木アナウンサー） 

 

 

 

 

自殺対策フォーラム H22.3.6 

200人 

主催：栃木県・栃木県自殺対策連絡協議会・ 

（財）栃木県精神衛生協会・宇都宮市 

内容 

基調講演 「いのちはつながりの中で支えられる」 

特定非営利活動法人 国際ビフレンダーズ 

東京自殺防止センター 創設者 西原 由記子さん 

対談 西原由記子さんと自治医科大学公衆衛生学 

中村好一教授 

自殺対策講演会 H23.3.13 

※東日本大震災のため中止 

主催：栃木県・栃木県自殺対策連絡協議会・ 

（財）栃木県精神衛生協会・宇都宮市 

 

内容 

基調講演「子どものサインに気づく」 

栃木県教育研究所相談部長 丸山隆 

パネルディスカッション 

 

 

 

 

 

 

自殺予防週間・自

殺対策強化月間の

啓発 

 

H21.9.10 

メッセージ入りティッシュの配布    1,000人 

JR宇都宮駅ぺデストリアンデッキ 

JR宇都宮駅街頭キャンペーン 

H22.9.10 大島敦副大臣（自殺対策タスクフォース構成員

等）が参加  

メッセージ入りティッシュの配布 1000人 

庁内放送 広報うつのみやに記事掲載 

市内全地区秋まつりでパンフレット等配布 

うつ予防教室 ３回１コース 9月16日～11月26日 延べ11人 

①精神科医師の話 

②精神保健福祉士の話 

③うつ病体験者の話・話し合い 

３回１コース  延べ４０人 

①精神科医師の話 

②精神保健福祉士の話 

③うつ病体験者の話・話し合い 
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（７）精神障がい者への支援 

【事業の目的・内容】 

回復途上にある精神障がい者が，グループワークなどを通じて能力に応じた社会適応がで

きるよう，自主活動の患者会を支援する。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》毎月第１・３水曜（10：00～15：00） 

・患者会支援の状況（活動内容：花見・食事会・話し合い等） 

 平成１３年度までは患者会として事業を実施し，創作活動・旅行等の活動を行っていた

が,平成１４年度からは，ボランティアの協力を得ながら自主活動とし実施している。 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 ２４ ２４ ２４ ２４ ２３ 

出席者数 １０９ ８５ ７１ ６７ ７２ 

 

（８）家族への支援 

【事業の目的・内容】 

家族が患者についての理解を深めるとともに，家族の持つ悩みや課題解決に向け援助を行

う。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

① 家族会の状況 毎月第３木曜（13：30～15：30），家族相談会は原則第１木曜と第３木曜 

活動内容は，話し合い・施設見学・医師の講話等 

事業実施状況 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

例 会 
実施回数 １３ １３ 

 
１２ １２ １２ 

出席者数 ９７ ８７ 

 

 

８８ １３１ ８２ 

家族相談会 
実施回数 １０ ２ ２ １０ １０ 

出席者数 １０ ２ ２ １２ １４ 

啓発活動 
実施回数 ― ― １ １ １ 

出席者数 ― ― ５１ ６５ ６９ 

※ 雀宮家族会は平成１７年度で終了 

※ 平成２０年度から，普及啓発活動を実施している。 

※ 家族会が映画会上映を企画したり，親睦を深めるため食事会等を実施するようにな

ってきている。 

 

② 家族教室の状況  ５回１コース（13：30～15：30） 

統合失調症を正しく理解し，患者とどう付き合い家族として何ができるかを５回コース

として学習する。１「病気を正しく理解する」，２「患者との接し方」，３「生活障がいと
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社会資源の活用」，４「家族ができること」，５「家族会の模擬体験」の内容で実施した。 

事業実施状況 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

実施回数 ４ ４ ５ ５ ５ 

出席者数 ７７ ６４ ６５ ５２ ５５ 

※ 平成１７年度からは４回１コースで実施してきたが，平成20年度から家族会の模擬体

験を取り入れ年５回実施した。 

 

（９）精神障がい者社会適応訓練事業 

【事業の目的・内容】 

精神障がい者を一定期間協力事業所に通わせ，日常生活での集中力，適切な人間関係，仕

事に対する持久力，環境への適応能力等を養うための社会適応訓練を行う。 

保健所において協力事業所の登録や対象者からの申し込みを受け，その状況を調査する。 

（県の委任事務） 

根  拠  法  令  等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 

栃木県精神障害者社会適応訓練事業実施要綱 
保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

通院精神障がい者リハビリテーション事業の実施状況 

区  分 訓練延日数 
訓練実施者数 協力事業者数 

前 期 後 期 前 期 後 期 

平成18年度 ３２６ ４ ３ １ １ 

平成19年度 ７２６ ５ ５ １ １ 

平成20年度 ３２６ ４ ３ １ １ 

平成21年度 １１７ １ ０ １ ０ 

平成22年度 ０ ０ ０ ０ ０ 

 

（１０）警察等からの通報に関する業務の実施 

【事業の目的・内容】 

警察官等や市民からの「自身を傷つけ，又は他人に害を及ぼすおそれがある」等との通

報や申請に基づき，その状況を調査し，指定医による診察を行い，その結果入院が必要と

認めた場合，法第２９条の規定により県知事の権限で入院措置をとる。 

市では，保健所が通報を受理し県へ連絡するとともに，知事から委託された，調査及び

指定医診察の実施，立会い，通知，告知等の業務を行っている。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 
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《実 績》 

① 通報等の処理状況（平成２２年度） 

区 分 
通報等 

件 数 

夜間休日 

通報件数 
調 査 

措置入院不要 

措置入院 緊急入院

不  要 

措置入院 

不  要 

一般の申請23条 ２ １ ２ ０ ０ ２ 

警察官通報24条 ９４ ７５ １９ ４８ ９ ３７ 

検察官通報25条 １１ ０ １１ ０ ３ ８ 

その他 ２６ ０ ２６ ０ ２６ ０ 

合  計 １３３ ７６ ５８ ４８ ３８ ４７ 

 

② 通報件数と措置入院患者の状況 

区  分 23条申請件数 24条通報件数 25条通報件数 その他 
措置入院 

患 者 数 

平成18年度 ０ ５４ ５ ４ ３８ 

平成19年度 ０ ８３ ６ ８ ５１ 

平成20年度 １ ８３ ６ ９ ４９ 

平成21年度 ２ ７４ ５ ９ ３７ 

平成22年度 ２ ９４ １１ ２６ ４７ 

 

（１１）医療保護入院 

【事業の目的・内容】 

  病識を有しない患者を治療につなげるため，保護者の同意と指定医の診察で本人の同意

を得ることなく入院させる。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法 保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

① 医療保護入院・応急入院・仮入院届出状況 

 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

医

療

保

護

入

院 

保護者の同意によ

る入院届出数 
２６０ ４４６ ４６２ ４８６ ４６２ 

扶養義務者の同意

による入院届出数 
９７ １５８ １５５ １７７ １７８ 

退院届出数 ２４８ ４７４ ４７１ ５０９ ４７８ 

応 急 入 院 届 出 数 ０ ３ ２ １ １ 

仮 入 院 届 出 数 ０ ０ ０ ０ ０ 
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② 医療保護入院に際して市長が行う入院同意（市長同意）実施状況 

保護者がいない場合，または，これらの保護者がその義務を行うことができない精神障

がい者が精神保健指定医による診察の結果，医療保護入院の必要があると認められたとき

は市長が保護者となり入院に同意する。 

 

入院同意書交付状況 

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

２７ ２７ ４２ ３６ ２５ 

 

（１２）精神科病院の実地指導 

【事業の目的・内容】 

  精神保健福祉法の制度の適切な運用を確保し，患者の人権に資する。 

根 拠 法 令 等 主管課・グループ 

精神保健福祉法  保健予防課保健対策グループ 

 

《実 績》 

市内７精神科病院の実地審査数   ２１人（措置入院患者 １１人） 


